
ま ち の 話 題

　高萩市国際交流協会主催の
「世界のグルメ講座」が中央公
民館で開催されました。この日
講師を務めたのは、アメリカ出
身で県立高校にALTとして勤めているマリッ
サさん。自国でよく食べるタコスやシナモン
シュガークッキーなどの作り方を教えてくれ
ました。普段使うことのないシナモンやクミンなどの香辛料の
使い方に、受講したみなさんも興味津々。出来あがった料理
をみんなで食べて、美味しい食の国際交流を図りました。
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水耕栽培農業施設が完成

　レタスの水耕栽培施設が秋
山地区に完成し、創業記念式典
と施設内覧会が行われました。
　建設された農業用のハウス内
には、鮮やかな緑色をしたレタ
スのトレーがたくさん並んでい
ました。農林水産省の「強い農業づくり交付金」の助成を受け
たこの施設を運営する愛テックファーム代表取締役社長の中
野さんは「水耕栽培農業を通じて高萩市や茨城県の経済発展
に貢献できる会社にしたい」と話されました。
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6 メキシコ料理を作って食べて

国際交流
　友好都市の埼玉県飯能市
から同市の震災復興元気市
実行委員会の皆さんが来庁
され、金子委員長から大部
市長に東日本大震災支援金
が贈呈されました。同委員
会からは毎年寄付をいただ
いており、大部市長は「高萩市の震災復興のために大切
に使わせていただきます」と感謝の言葉を述べました。
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5 高萩市危険物安全協会が

設立60周年
　日立市十王町の国民宿舎「鵜の岬」のカントリープラ
ザで、大部市長らを来賓に迎えて開催されました。式典
では山口会長が「今後も施設
の安全管理の徹底や災害の未
然防止に会員一丸となり取り
組んでいきたい」と挨拶。続
いて協会運営などに貢献の
あった６事業所と個人に特別
表彰が贈られました。

22
5 「飯能市震災復興元気市」

寄付金贈呈式

国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ

○保険証の更新は８月です
　８月からお使いいただく保険証は、７月中旬以降に簡易書留でご自宅に郵送
します。なお、配送期間中に受け取れなかった場合は『不在連絡票』の内容を
ご確認のうえ郵便局へお問い合わせください。
　新しい保険証が届きましたら、現在お使いの保険証は、８月以降にご自身で
裁断し破棄してください。
※平成30年度からの国民健康保険被保険者証と高齢受給者証の一体化に伴い、
「国民健康保険被保険者証」（70歳以上75歳未満の人は「国民健康保険被保
険者証兼高齢受給者証」）は８月更新となりました。

○限度額適用認定証について
　入院等で医療費（保険適用外は除く）が高額になりそうなときは、事前
に「限度額適用認定証（住民税非課税世帯の人は「限度額適用・標準負担
額減額認定証」）」を申請して交付を受けてください。保険証と一緒に医療
機関に提示することで窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
　ただし、70歳以上の人は所得区分によって、認定証の発行が必要ない
場合がありますので、申請に関してご不明の際はお問い合せください。
　なお、「限度額適用認定証」を利用しなかった場合、自己負担限度額を
超えた額は後日、高額療養費として支給されます（申請手続きが必要で
す　※一部の人を除く）。
◆申請手続きに必要なもの（保険証・印鑑）◆

○後期高齢者医療保険料均等割の
軽減特例の見直しについて

　年金収入80万円以下などの要件を満た
す人の保険料均等割に対する軽減特例措
置が10月以降廃止されます。これにより、
軽減特例措置の対
象となっている人
の保険料が10月か
ら変わります。

○医療費の自己負担割合

国民健康保険

対象となる人 自己負担割合

小学生未満の人 ２割

小学生以上
70歳未満の人 ３割

70歳以上
75歳未満の人

２割（一般）

３割
（現役並み所得者※）

後期高齢者医療制度

75歳以上
65～74歳で一定の障
害をお持ちで制度に加
入している人を含む( )

１割（一般）

３割
（現役並み所得者※）

※現役並み所得者の判定について

 国保の場合 
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国民健康保険被保険者
がいる場合。ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は申請によ
り負担割合が３割から２割になります。
・被保険者が世帯に１人の場合、総収入額が383万円未満
・被保険者が世帯に２人以上の場合、総収入の合計額が520万円未満

 後期高齢の場合 
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の
被保険者がいる場合。ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は
申請により負担割合が３割から１割になります。
・被保険者が世帯に１人の場合、総収入の額が383万円未満
・被保険者が世帯に２人以上の場合、総収入の合計額が520万円未満

●問合せ　保険医療課　☎ 23-2117

自己負担割合は、前年度の所得が確定した後に、
毎年８月１日に見直します。
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